
労働条件を引き下げたいが不利益変更か 

就業規則の見直しや労働条件の引き下げ

などで待遇が変更され、労働者にとって不

利益になるときは慎重に進めなければ、ト

ラブルに発展することがあります。会社に

労働組合があれば組合との協議で労働協約

の締結となりますが、内容によっては労働

者個人個人に説明を行い合意を取ることが

大事でしょう。不利益変更を行う際の注意

点を確認し、注意して労務トラブルになら

ないように配慮しておきたいものです。 

事例を見て考えてみます。 

①労働日数・休日変更の不利益変更 

労働日数や休日日数を変更する場合は給

与計算の基礎となる単価に影響を及ぼしま

す。単純に労働日数が増えた、休日が減っ

たというだけではありません。変更するに

は労働時間の法律の範囲での変更とはなり

ますが、何が変わるのかを事前に考えてお

く必要があります。 

・時間単価（残業単価） 

・休日単価 

・欠勤・早退の控除単価 

・固定残業代はどうする 

②給与の減額・手当の廃止の不利益変更 

まず、減額の理由です。会社全体の業績

や、今後の計画などを説明会などで説明す

る必要があります。減額後の給与が同業同

規模の他社と比べてどの程度かの研究も必

要でしょう。 

労働組合があれば組合との労働協約とな

りますが、組合がなければ労働者から個別

に同意をもらうことが良いでしょう。 

就業規則、賃金規定の改定が必要であれば

規定を変更します。 

ただし、個別に業務成績が悪い社員や役

職者でなくなった者の役職手当を外すなど

は不利益にならない場合も多いようです。

賞与は事前に確定額の約束がなければ減額

は必ずしも不利益変更ではありません。 

③定額残業代の廃止 

 事前に定めた時間分の残業代を支払うみ

なし残業制度は残業手当の計算が楽で、固

定費として予定しやすいなど利便性はあり

ます。しかし、実態の残業時間が合わない

とか設定より少なくしか残業していない場

合は減額する時もあります。ここでも対象

者への説明は重要で、著しく給与が低くな

らないように経過措置が必要な場合もある

でしょう。 
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就業規則・労働条件不利益変更の場合 

不利益変更のとき

は同意書に内容と

変更日時、氏名は

自書をしてもらい

ましょう。 
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